
第三次北本市地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

 

１ 計画の趣旨 

（１）地域住民や地域のボランティア、福祉組織、行政がつながりあってみんな

で困っている人を支え、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするた

めの取り組みとしての「地域福祉」を推進するための計画 

 

（２）高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉等これまでの分野ごとの福祉を推進

しつつ、縦割りの福祉では対応が困難なケースとして、高齢の親とひきこも

りで無職の子どもが同居する「８０５０問題」、子育てと親の介護の両方を

同時に行う「ダブルケア」等の新たな地域課題等を把握し対応する方向性を

踏まえた計画 

 

（３）地域共生社会の実現のため、若い人も高齢の人も障がいのある人も、同じ

地域で暮らす一人ひとりが「支え手」「受け手」という関係性を超えて、自

分ができることを可能な限り行ってお互いに助け合い、支え合い、生きがい

をもって元気に安心して暮らしていける社会づくりの方向性の一助となる

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 計画の位置づけ 

（１）地域福祉計画について 

   地域福祉計画は社会福祉法第１０７条に規定された「市町村地域福祉計

画」として位置づけられた行政計画で、地域福祉推進の全体像を定めるもの 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域福祉活動計画について 

   地域福祉活動計画は、社会福祉法第１０９条に規定された民間団体であ

る社会福祉協議会が策定する地域福祉の推進を目的とした活動・行動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】社会福祉法より抜粋 

 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる 事項を一体的

に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとす

る。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通

して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

【参考】社会福祉法より抜粋 

 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域

内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とす

る団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社

会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内におけ

る地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の

過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又

は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため

に必要な事業 



（３）関係計画との関わり 

   本計画は、北本市全体の基本方針である第五次北本市総合振興計画の下、

市の福祉分野の計画の上位計画として、高齢者福祉、障がい者福祉、子育て

支援など様々な福祉分野における行政計画との連携・整合を図っている。 

また、社会福祉法第１０６条の５に基づき策定する重層的支援体制整備 

事業実施計画及び成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条に基づ

き策定する成年後見制度利用促進基本計画を内包している。 

 

 

関連計画等との関係図 



３ 計画の期間 

  令和５年度から令和９年度（５か年） 

 

４ 施策の体系 
基本 

理念 
基本目標 基本施策 取組 

育
て
よ
う
地
域
の
力
・
と
も
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ろ
う
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
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ま
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北
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１ 

すべての世代

に福祉の心を

広げる意識づ

くり 

（１）福祉の心を育む学
習機会の充実 

（1）学校教育、家庭教育、公民館活動を通じた福祉意識の向上 

（2）学校や地域の福祉教育への支援 

（２）市民同士のふれ合
う機会の拡充 

（1）同世代や多世代の交流を図る事業の推進 

（2）地域主体や民間主体の活動への支援 

（３）市民への情報発信
の充実 

（1）効果的な情報発信の実施 

（2）地域資源を活かした情報発信の充実 

２ 

地域の福祉を

支える担い手

づくり 

（１）幅広い地域福祉の
担い手の育成・確保 

（1）地域の福祉活動を支える担い手になるきっかけづくりと 

育成 

（2）専門的な人材の確保 

（２）担い手が活躍する
機会の充実 

（1）多様な分野における活動機会の充実 

（2）ボランティア活動の活性化 

３ 

支援につなぐ仕

組みづくり 

（１）包括的な相談支援
体制の充実 

（1）市民ニーズの把握と関係機関との連携強化 

（2）包括的な相談支援体制の構築 

（3）ケアラー、ヤングケアラーへの支援の充実 

（２）暮らしを支えるサ
ービス・活動の充実 

（1）利用者本位のサービス・事業が提供される環境づくり 

（2）ニーズに応じた生活支援サービス・活動の推進 

（３）配慮が必要な人へ
の支援の充実 

（1）生活に困窮している人への自立支援 

（2）必要な支援を受けていない人の早期把握と迅速な支援 

（3）地域資源の活用 

（4）虐待、差別などの解消による明るい地域社会の創造 

（４）成年後見制度の利
用促進 

（成年後見制度利用促進基

本計画） 

（1）利用者に寄り添った制度の運用 

（2）地域連携ネットワークづくりと担い手育成 

（3）制度の周知・啓発及び安心して利用できる環境整備 

４ 

一人ひとりの安

心と安全を守る

地域づくり 

（１）支援を必要とする
人を見守る活動の推
進 

（1）緊急時に支援を必要とする人の把握方法 

（2）緊急時に支援を必要とする人の情報共有 

（3）緊急時に支援を必要とする人の支援活動の推進 

（２）安全な暮らしを守
る地域環境の形成 

（1）地域の安全な暮らしを守る取組の推進 

５ 
公民協働による
地域福祉を推進
する体制づくり 

（１）重層的な地域福祉
ネットワークの構築 

（重層的支援体制整備事業

実施計画） 

（1）重層的支援体制の整備 

（２）地域福祉活動の拠
点・組織の充実 

（1）地域福祉の中核を担う拠点・組織の充実 

（2）支部社協の活性化、公民館活動との連携強化 

 


